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多 賀 城 市シ ル バ ー ワ ー ク プラ ザ の 指 定 管 理 者選 定 の 概 要 に つ いて  

 

１  指 定 管 理 に 関 す る 取 組 経 過  

年月 日  事  項  概  要  

平成 22年 4月 1日  

～平 成 25年 3月 31日  

第 １ 期 指 定

管理 者指 定  

社 団 法 人 多 賀 城 市 シ ル バ ー 人 材

セン ター を非 公募 で選 定し 指定  

平成 25年 4月 1日  

～平 成 30年 3月 31日  

第 ２ 期 指 定

管理 者指 定  

公 益 社 団 法 人 多 賀 城 市 シ ル バ ー

人 材 セ ン タ ー を 非 公 募 で 選 定 し

指定  

平成 30年 4月 1日  

～令 和 5年 3月 31日  

第 ３ 期 指 定

管理 者指 定  

公 益 社 団 法 人 多 賀 城 市 シ ル バ ー

人 材 セ ン タ ー を 非 公 募 で 選 定 し

指定  

令和 4年 7月 29日  指 定 管 理 者

評価 委員 会  

第 ３ 期 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 運

営 実 績 を 評 価 す る た め 、 評 価 委

員 会 を 開 催 し 、 事 業 経 営 や 施 設

管 理 に つ い て 、 「 適 切 (優 )」 と

評価  

令和 4年 8月 10日  行 政 経 営 会

議  

第 ４ 期 指 定 管 理 者 候 補 者 を 非 公

募で 選定 する こと を決 定  

令和 4年 9月 8日  業 務 仕 様 書

提示  

第 ４ 期 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の

内 容 ・ 範 囲 等 を 示 す 業 務 仕 様 書

を提 示  

令和 4年 10月 13日  指 定 管 理 者

候 補 者 選 定

委員 会  

現 指 定 管 理 者 か ら 提 出 さ れ た 指

定 申 請 書 の 内 容 等 を 審 査 し 、 第

４ 期 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て

「適 切 (優 )」 と評 価  

令和 4年 11月 2日  行 政 経 営 会

議  

現 指 定 管 理 者 を 第 ４ 期 指 定 管 理

者候 補者 とす るこ とを 承認  
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２  指 定 管 理 の 概 要  

(1) 指定 管 理 の 対 象 と なる 施設  

多賀 城市 シル バー ワー クプ ラザ  

(2) 指定 管 理 者 が 行 う 業務 の範 囲  

多賀 城市 シル バー ワー クプ ラザ の管 理運 営に 関す る業 務  

(3) 指定 管 理 期 間  

令和 ５年 ４月 １日 から 令和 １０ 年３ 月３ １日 まで の５ 年間  

 

３  指 定 管 理 者 候 補 者 の 概 要  

(1) 名  称   公 益 社 団法 人多 賀城 市シ ルバ ー人 材セ ンタ ー  

(2) 所在 地   多 賀 城 市中 央二 丁目 ２５ 番１ 号  

(3) 代表 者   理 事 長  鈴 木  四郎  

(4) 設  立   昭 和 ５ ９年 ３月 ３１ 日  

 

４  多 賀 城 市 シ ル バ ー ワ ー ク プ ラ ザ 指 定 管 理者 評 価 委 員 会 の 概要  

(1) 評価 委 員 会 の 設 置 目的  

  多賀 城 市 指 定 管 理 者導 入方 針に 基づ き、 これ まで の多 賀城 市シ ル  

バー ワー クプ ラザ の 指 定 管 理者 の取 組を 客観 的に 評価 する ため に設  

置し た。  

(2) 評価 委 員 会 の 開 催 日時 等  

日  時   令 和４ 年 ７ 月２ ９日 （金 ）  

午前 ９ 時 ３ ０ 分か ら午 前１ １時 ４０ 分ま で  

場  所   多 賀城 市 役 所３ 階  第１ 委員 会室  

(3) 評価 委 員 会 委 員  

役 職  区分  所属 ・氏 名  

委員 長  有識 者  多賀 城市 市民 活動 サポ ート セン ター  

セン ター 長  中津  涼 子  

委員  利用 者代 表  太田  博 康  

委員  利用 者代 表  西條  照 子  

委員  有識 者  多 賀 城 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営

協議 会  委員  阿 部  勝子  
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委員  有識 者  多 賀 城 市 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 第 ２

層協 議体  メ ンバ ー  小林  郁 子   

委員  市職 員  企画 経営 部長  小 野  史典  

委員  市職 員  都市 産業 部長  萱 場  賢一  

(4) 評価 方 法  

指 定 管 理 者 の 評価 に 係 る採 点方 法は 、以 下の とお り評 価委 員会 で

決定 した 。  

ア  採点 方法  

委 員 ご と に １ ８ の 評 価 項 目 を 次 の ５ 点 か ら １ 点 ま で の ５ 段 階

で評 価し た（ 委員 １人 当た り９ ０点 満点 ）。  

点 数  評価 基準  

５  十分 に達 成さ れた  

４  ほぼ 達成 され た  

３  一部 問題 はあ った もの の、 おお むね 達成 され た  

２  改善 を必 要と する  

１  改善 の未 対応 、改 善の 見込 みが ない  

イ  評価 の目 安  

委 員 会 全 体 で ６ ３ ０ 点 満 点 の う ち ３ ７ ８ 点 （ ６ 割 ） 以 上 の 場

合を 適切 であ ると し、 さら にそ の適 切さ を３ 段階 で評 価し た。  

総合 得点  評価 の目 安  

５ ０ ４ 点 ～ ６ ３０ 点  適切 （優 ）  

４ ４ １ 点 ～ ５ ０３ 点  適切 （良 ）  

３ ７ ８ 点 ～ ４ ４０ 点  適切 （可 ）  

  ０点 ～３ ７７ 点  不適 切（ 不可 ）  

(5) 評価 結 果  

指 定 管 理 者 か らの 実 績 報告 の説 明の 後、 質疑 ・評 価を 行い 、次 の

点数 によ り「 適切 （ 優 ） 」 との 評価 を得 た。  

総合 得点  評価  

５４ ４点  適切 （優 ）  

※ 評 価 得 点 集 計 は 、 次 ペ ー ジ 「 多 賀 城 市 シ ル バ ー ワ ー ク プ ラ ザ

指定 管理 者評 価委 員会  評 価得 点集 計表 」の とお り。  
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(6) 評価 委 員 会 か ら の 主な 意見  

ア  指定 管理 者と し て の 問 題点 は特 にな いと 考え ます 。  

イ  利 用 者 アン ケ ート にお い て、 「 また シル バ ーワ ー クプ ラザ を利

用 し た い 」 「 教 室 の 内 容 等 」 に つ い て も 、 ９ ８ ％ 以 上 の 評 価 を

得て いる こと は、 すば らし いと 思わ れま す。  

ウ  市 広 報 に て 知 り 、 高 齢 者 に な り ま し た が 、 ま た 、 パ ソ コ ン 教

室 、 絵 手 紙 、 書 道 と 学 べ る 場 所 が 見 つ か り 大 変 あ り が た く 嬉 し

く思 って おり ます 。  

エ  シ ル バ ーワ ー クプ ラザ は 、い つ も清 掃が 行 きと ど き、 職員 の皆

様 が 親 切 で 丁 寧 な る 対 応 で 明 る く 勉 強 で き る こ と に 感 謝 し て お

りま す。  

オ  ス マ ホ の 教 室 もこ れ か らの 情報 手段 とし て必 要に なっ てく るの  

でぜ ひ開 いて ほし いで す。  

 

５  指 定 管 理 者 候 補 者 の 選 定 方 法  

令和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日 （ 水） に開 催さ れた 令和 ４年 度第 ６回 行政 経営

会 議 に お い て 、 以 下 の 各 評 価 等 を 踏 ま え 、 「 多 賀 城 市 公 の 施 設 に 係

る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６ 年 多 賀 城 市 条 例

第 ９ 号 ） 」 第 ２ 条 た だ し 書 及 び 「 多 賀 城 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管

理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 多 賀 城

市 規 則 第 ２ ８ 号 ） 」 第 ２ 条 第 ３ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 現 指 定 管 理

者 を 次 期 指 定 管 理 者 の 候 補 者 案 と し て 非 公 募 に よ り 選 定 す る こ と を

決 定 し た 。  

(1) 指 定 管 理 者 評 価 委 員 会 に お い て 、 得 点 の 合 計 が ６ ３ ０ 点 満 点 中   

５４ ４点 で「 適切 （ 優 ） 」 であ ると の評 価で あっ たこ と。  

 (2) 令和 ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日 （水 ）か ら同 年７ 月９ 日（ 土） まで 実施 した

利用 者ア ンケ ート 調 査 に お いて 、高 い評 価を 得て いる こと 。  

(3) 市 で 実 施 し た 平 成 ３ ０ 年 度 か ら 令 和 ３ 年 度 ま で の ４ 年 間 の 業

務 評 価 等 の 結 果 か ら 、 市 の 総 合 評 価 と し て 、 施 設 の 維 持 管 理 は

もと より 、設 置目 的 で あ る 高齢 者の 健康 の保 持及 び教 養の 向上 を図

る公 共施 設と して 事 業 を 展 開し 、多 くの 市民 が利 用し 、利 用者 の満

足度 も高 いこ とか ら 、 お お むね 良好 に管 理運 営が 行わ れて いる と評
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価し たこ と。  

 （ 参 考 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  多賀城市シルバ ーワー クプラザ指定管理者候補者選定委員会の概要 

(1) 選定 委員 会の 設 置 目 的  

  多賀 城市 指定 管 理 者 導 入方 針に 基づ き、 指定 管理 者の 候補 者選 定  

を公 正か つ適 正に 行 う た め に設 置し た。  

(2) 選定 委員 会の 開 催 日 時 等  

日  時   令 和 ４ 年１ ０月 １３ 日（ 木）  

午前 １ ０ 時 か ら午 前１ １時 ５０ 分ま で  

場  所   多 賀城 市 役 所３ 階  第１ 委員 会室  

 

 

○ 多 賀 城 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例

（ 抄 ）  

（ 指 定 管 理 者 の 公 募 ）  

第 ２ 条  市 長 又 は 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 市 長 等 」 と い う 。 ） は 、 指 定

管 理 者 に 公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 明 示 し 、 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 以 下 「 団 体 」 と い う 。 ） を 公

募 す る も の と す る 。 た だ し 、 公 の 施 設 の 機 能 、 性 質 等 を 考 慮 し 、

合 理 的 な 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 公 募 に よ ら な い こ と が で き

る 。  

(1)～ (7) （ 略）  

○ 多 賀 城 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 （ 抄 ）  

（ 公 募 に よ ら な い 選 定 理 由 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ２ 条 た だ し 書 に 規 定 す る 合 理 的 な 理 由 は 、 次 の と お

り と す る 。  

(1) 専 門 的 又 は 高 度 な 技 術 を 有 す る 法 人 そ の 他 の 団 体 が 客 観 的 に

特 定 さ れ る こ と 。  

(2) 地 域 の 人 材 活 用 、 雇 用 の 創 出 等 地 域 と の 連 携 が 相 当 程 度 期 待

で き る こ と 。  

(3) 現 に そ の 管 理 の 委 託 を 行 い 、 又 は 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 を 行

っ て い る 公 の 施 設 に あ っ て は 、 当 該 公 の 施 設 を 管 理 し て い る も

の が 引 き 続 き 管 理 を 行 う こ と に よ り 、 当 該 公 の 施 設 に 係 る 安 定

し た 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 及 び 事 業 効 果 が 相 当 程 度 期 待 で き る こ

と 。  
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(3) 選定 委員 会委 員  

役 職  区分  所属 ・氏 名  

委員 長  有識 者  多賀 城市 多賀 モリ 会  

会長  和 泉  匡倫  

委員  利用 者代 表  五十 嵐  輝夫  

委員  利用 者代 表  鈴木  敏 子  

委員  有識 者  多賀 城市 町内 会長 連絡 協議 会  

会長  柴 田  十一 夫  

委員  市職 員  総務 部長  竹 谷  敏和  

委員  市職 員  企画 経営 部長  小 野  史典  

委員  市職 員  都市 産業 部長  萱 場  賢一  

(4) 審査 方 法  

指 定 管 理 者 の 選定 に 係 る審 査方 法は 、以 下の とお り選 定委 員会 で

決定 した 。  

ア  採点 方法  

委 員 ご と に １ ４ の 審 査 項 目 を 次 の ５ 点 か ら １ 点 ま で の ５ 段 階

で評 価し た（ 委員 １人 当た り７ ０点 満点 ）。  

点 数  審査 基 準  

５  優れ てい る  

４  やや 優れ てい る  

３  普通  

２  やや 劣っ てい る  

１  劣っ てい る  

イ  審査 の目 安  

委 員 会 全 体 で ４ ９ ０ 点 満 点 の う ち ２ ９ ４ 点 （ ６ 割 ） 以 上 の 場

合を 適切 であ ると し、 さら にそ の適 切さ を３ 段階 で審 査し た。  

総合 得点  審査 の目 安  

３ ９ ２ 点 ～ ４ ９０ 点  適切 （優 ）  

３ ４ ３ 点 ～ ３ ９１ 点  適切 （良 ）  

２ ９ ４ 点 ～ ３ ４２ 点  適切 （可 ）  

  ０点 ～２ ９３ 点  不適 切（ 不可 ）  
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(5) 審査 結 果  

指 定 管 理 指 定 申請 者 か らの 事業 計画 内容 の説 明の 後、 質疑 ・評 価

を行 い、 次の 点数 に よ り 「 適切 （優 ）」 と評 価し た。  

総合 得点  評価  

３９ ２点  適切 （優 ）  

※ 審 査 得 点 集 計 は 、 次 ペ ー ジ 「 多 賀 城 市 シ ル バ ー ワ ー ク プ ラ ザ

指定 管理 者候 補者 選定 委員 会  審査 得点 集計 表」 のと おり 。  
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(6) 選定 委 員 会 か ら の 主な 意見  

ア  いつ も前 向き な 姿 勢 で 仕事 をし てい ただ いて いる と思 いま す。

早 く コ ロ ナ が おさ ま っ て、 以前 のよ うに 参加 人数 が増 える こと を

楽 し み に し て いま す 。  

イ  幅広 い事 業を 精 力 的 に 展開 し、 高齢 者の 意欲 ・能 力を 引き 出す

こ と に 努 め 、 生き が い 、働 きが いを 高め る活 動を して いる こと に

大 い に 評 価 す る。 結 果 とし て社 会貢 献に 寄与 して いる もの と考 え

る 。  

ウ  高齢 者の 認知 症 予 防 の ため にも 「社 会参 加」 が求 めら れて いる 。

ボ ラ ン テ ィ ア や習 い ご とな ど無 理な く社 会参 加が でき るた めの シ

ル バ ー ワ ー ク プラ ザ の 取り 組み 、指 導に 期待 しま す。  

エ  私は ワー クプ ラ ザ の 利 用者 で毎 回楽 しく 利用 させ ても らっ てい

ま す 。 ワ ー ク プラ ザ に 感謝 です 。  

オ  これ まで 以上 に 組 織 を 拡大 し、 事業 内容 の充 実を はか るた めに

は 広 報 活 動 の 充実 に よ り市 民の 認知 度を 高め る必 要が ある と思 う。

市 を は じ め と する 関 係 機関 との 連携 を強 め、 一段 と創 意工 夫を 求

め た い 。  

カ  施設 の新 規利 用 を 増 加 させ るた めの 広報 活動 にも う一 工夫 の余

地が ある と思 い ま す 。  

 

７  多 賀 城 市 シ ル バ ー ワ ー ク プ ラ ザ の 管 理 運 営 に 係 る 事 業 計 画 (概 要 ・

要 旨 ) 

(1) 管理 運 営 方 針  

  多賀 城 市 シ ル バ ー ワー クプ ラザ （以 下「 ワー クプ ラザ 」と いう 。）

の管 理運 営に あた っ て は 、 次の とお り適 切な 管理 運営 に努 めま す。  

  ア  ワ ー ク プ ラザ は 高 年齢 者の 多年 にわ たる 経験 と知 識を 活か し、

そ の 希 望 と 能 力 に 応 じ た 作 業 等 社 会 的 活 動 を 行 う 場 所 を 提 供 し 、

心 身 の 健 康 と 生 き が い の 増 進 を 図 る た め の 便 宜 を 総 合 的 に 供 与 し 、

ま た 市 民 の 交 流 の 場 で あ る こ と か ら 、 そ の 設 置 理 念 に 基 づ き 管 理

運営 いた しま す 。  

  イ  公 の 施 設 であ る と いう こと を念 頭に 置き 、公 平な 運営 を行 いま

す。  
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  ウ  効 果 的 か つ効 率 的 な管 理運 営を 行い 、経 費節 減に 努め ます 。   

エ  個人 情報 の適 切 な 管 理 を行 いま す。   

オ  利用 者の 意見 、 要 望 等 を管 理運 営に 反映 させ ます 。   

カ  広報 等に より 施 設 の Ｐ Ｒに 努め 、新 規利 用者 の開 拓を 図り 、自

主事 業等 によ る施 設の 利用 促進 に努 めま す。   

キ  指定 管理 につ い て 、 他 の者 への 再委 託は 行い ませ ん。   

ク  管理 運営 にあ た っ て は 、関 係規 則等 を遵 守し ます 。   

(2) 施設 の 管 理 運 営 に あた る人 員配 置  

職 種  雇用 形態  職員 数  

館  長  常 勤 （法 人事 務局 長兼 務）  １人  

事 務 職  常 勤 （ 法 人事 務局 次長 兼務 ）  １人  

事 務 員  非 常 勤  １人  

清 掃 員  非 常 勤  １人  

(3) 適正 な 管 理 運 営 の ため の職 員研 修  

  ワー ク プ ラ ザ の 適 正な 維持 管理 、情 報公 開、 個人 情報 の保 護、 ま

た 利 用 者 等 と の 良 好 な 人 間 関 係 を 構 築 す る た め 、 各 種 研 修 会 に 積 極

的に 職員 を派 遣し 、 職 員 の 資質 ・能 力向 上に 努め ます 。  

(4) 施設 設 備 の 維 持 管 理  

  利用 者 が 安 全 に 施 設を 利用 でき るよ う、 日常 の点 検業 務に 重点 を

置き 、早 期発 見に 努 め 、 適 切に 対応 いた しま す。  

(5) 地域 と の 連 携  

常に 地 域 住 民 の 声 に耳 を傾 けな がら 適切 に対 応す ると とも に、 行

政 機 関 の み な ら ず 、 多 賀 城 市 社 会 福 祉 協 議 会 、 多 賀 城 ・ 七 ヶ 浜 商 工

会 や 宮 城 県 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 等 と 緊 密 に 連 携 し な が ら 業

務を 遂行 しま す。  

 (6) 自主 事 業 の 実 施 方 針  

特別 な 機 械 等 が な くて も高 年齢 者が 安全 に習 得で きる よう な技 能

講 習 会 を 自 主 事 業 と し て 実 施 し 、 こ れ ら の 講 習 会 受 講 を 契 機 に 、 習

得 し た 技 能 を 活 か し て 、 よ り 一 層 地 域 貢 献 し た い 方 々 に は 、 積 極 的

に情 報の 提供 ・就 労 支 援 を 行い ます 。  

ま た 、 施 設 利 用 者 の 向 上 心 や チ ャ レ ン ジ 精 神 を 大 切 に 育 成 し 、
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各 種 事 業 の 企 画 ・ 立 案 に 活 か し 、 よ り 楽 し く 参 画 し て い た だ け る よ

うな 事業 を実 施し ま す 。  

    具 体的 な自 主事 業内 容  

《技 能講 習会 部門 》   

ふ す ま 、 障 子 張り ・網 戸張 り・ クロ ス張 り・ 植木 剪定 等  

《社 会参 加き っか け教 室部 門》  

パ ソ コ ン 教 室 ・ス マー トフ ォン 教室 ・日 曜大 工教 室等  

(7) 利用 促 進 に 関 す る 取組  

活 動 状 況 等 を 積極 的 に ＰＲ する こと が、 結果 とし てワ ーク プラ ザ

利用 促進 を高 める 効 果 を も たら すも のと 考え てい ます 。引 き続 き、

市民 の皆 さん の“ 視 覚 に 訴 える ”啓 発活 動を 継続 しま す。  

  ア  施 設 利 用 の促 進  

    毎 月 ２ 回 、技 能 講 習会 や各 種教 室等 の活 動内 容や その 魅力 を説

明し 、利 用登 録 及 び 施 設の 利用 を促 しま す。  

  イ  広 報 活 動  

    ワ ー ク プ ラザ の 存 在や その 趣旨 、事 業内 容や 行事 予定 など を広

く 知 っ て い た だ く た め 、 市 の 広 報 誌 等 に よ り 、 積 極 的 な 広 報 活 動

を行 いま す。  

  (8) 安 全 対 策 ・ 危 機管 理 体 制  

  ア  地 震 、 台 風、 火 災 等を はじ め様 々な 対応 を１ 冊に まと めた 「危

機 管 理 マ ニ ュ ア ル 」 を 作 成 し 、 発 生 事 由 ご と に 迅 速 な 対 応 が で き

るよ う職 員へ の 周 知 徹 底に 努め ます 。  

  イ  新 型 コ ロ ナウ イ ル スの 感染 拡大 を防 止す るた め、 利用 登録 者等

の 理 解 と 協 力 を 得 な が ら 、 日 々 の 活 動 に お い て 感 染 予 防 対 策 を 徹

底し ます 。  

  ウ  緊 急 時 の 対応 に つ いて 、災 害の 予防 及び 人命 の安 全確 保、 被害

の 軽 減 を 目 的 と し た 「 ワ ー ク プ ラ ザ 消 防 計 画 」 に 基 づ き 自 衛 消 防

隊を 組織 し、 毎 年 ２ 回 消防 訓練 を実 施し ます 。  

 (9) サー ビ ス ・ 満足 度 向 上の 取組  

  ア  平 等 利 用  

    性 別 や 障 害の 有 無 にか かわ らず 、誰 でも 利用 でき るよ う公 平平

等な 取扱 いに 努 め ま す 。  
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  イ  ニ ー ズ の 把握  

    技 能 講 習 会や 各 種 教室 等の 受講 者と 職員 との 懇談 会を 定期 的に

開 催 す る ほ か 、 受 講 者 ア ン ケ ー ト を 実 施 す る 等 、 利 用 者 ニ ー ズ の

把握 に努 めま す 。  

  ウ  サ ー ビ ス の向 上  

    自 主 事 業 内容 の 充 実を 図る こと によ り、 サー ビス の質 を高 めま

す。  


